


群馬県警察本部長

警視監　小笠原和美

新年あけましておめでとうございます。

県民の皆様方には、輝かしい新春を迎えられたこととお慶び申し上げます。皆様には、日

頃から警察活動各般にわたり、多大をご支援とご協力を賜っておりますことに対しまして、

心から感謝を申し上げます。

さて、近年の暴力団は、警察による取締りの強化や全国的な暴力団排除条例の施行等を契

機とした社会全体における暴力団排除機運の高まりから構成員数の減少傾向が続いておりま

す。

しかしながら、平成27年、国内最大組織である山口組が分裂し、これに伴う対立抗争は

いまだ終結の兆しは見えておりません。また県内においても暴力団組織同士の衝突による垂

大事件が散発しており、暴力団情勢は依然として予断を許さない状況にあります。

群馬県警察といたしましては、公益財団法人群馬県暴力追放連動推進センターと連携し、

引き続き「安全・安心を誇れる群馬県の実現」に向け暴力団に対する徹底した取締り・排除

活動を推進してまいりますので、皆様方のより-層のご支援とご協力を賜りますようお願い

申し上げます。

結びに、皆様方のますますのご健勝・ご多幸を心より祈念し、年頭の挨拶とさせていただ

きます。
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大相撲の地方巡業「桐生場所」が、桐生市相生町三丁目

の桐生ガススポーツセンター(市民体育館)で開催され、

子供からお年寄りまで約2,800人が来場しました。

桐生市での開催は46年ぶりで、市政施行100周年と

市水道創設90周年及び桐生商工会議所創立80周年記念

事業の一環で行われました。

当センターでは、主催者の協力の下、県警本部組織犯罪対

策課及び桐生警察署と連携し、広報・啓発活動を行いました。

語続報諜納経綱の方は・運搬輔弼の

(開催通知書の往復葉書)
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不当要求防止責任者講習については、指定会場における集合講習に

加えインターネット回線を利用したオンライン講習を開始しました。

これに伴い、講習の受講申込みはオンラインに変更しました。

往復葉書による開催通知書が届いたら、当センターのホームぺ-ジ

から受講申込みを行ってください。

講習受講申込みの流親

往復葉書で開催

通知書が届く

オンラインで

事前登録する

返信葉書を送る

(申込み完了)

※申込み完了後、登録(予約)した受講目を変更できます。

※リマインドメールは送付しませんので忘れず受講してください。

〇本講習は、開催通知書に記載された責任者が対象です。 責任者が変更になった場合、当センター(027-254-1 100)

に連絡をお願いします。

○開催通知書は、当該年度のみ有効となりますので、必ず年度内に受講を完了してください。再発行はしません。

〇本講習は、オンライン講習(Webex)と指定会場講習の2種類があります。いずれもオンラインによる「事前登録」が

必要で、受講可能人数が限られます。

○受講申込みは、当センターのホームぺ-ジからアクセスし、事前登録画面の「責任者講習の申込み方法PDF」を一読後、

必要事項を入力し登録してください。

○オンライン講習(Webex)については、 「オンライン講習の説明PDF」をお読みください。
※ 「責任者講習受講申込書」の記載事項について、誤りがないか確認し、 「講習の日時、場所」欄に、予約語寒場所(「指定会場名」

又は「オンライン」のいずれか)、 「登録番号」欄に「予約状況画面」の登録番号を記入の上、当センターへ返送してください。



暴追センターでは、暴力団等反社会的勢力に対する対応要領等に関するDVDを無償で貸し出しています。各種研修 
会などに積極的に活用してください。 

本誌面においては、保有するDVDの-部を紹介します。 
臆琶爾荘重語長　　　当センターに電話連絡後、直接おいで頂き、申し込みをお願いします。 
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解決への糸口を掴み、反撃の準備 
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暴力団員による企業への不当要求や発砲事件、みかじめ 

料の徴収等、我々の生活の安全と安心を脅かす出来事が」 

依然として後を絶ちません。暴力団員による不当な行為韓 
と被害の防止を図るために、どう行動すれば良いのか、 

暴力団排除の標(しるべ)を示しています。 

第1話　反社会的勢力によるクレーム対応要領 

第2話　適格都道府県センター制度による暴力団事務所∴‾へ 
の撤去 

第3話　組長賠償請求(使用者責任)訴訟 

暴力団排除に敢然と立ち上がった兄と弟。　　　　　　㌧‾　　　筆一 
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飲食店・信用金庫・不動産業を舞台に、それぞれの事業 

者に暴力団員が接近し、不当要求を受けるものの、警察 
や暴追センターの協力により、改正暴対法や暴力団排除 

条例を駆使し暴力団等を排除していく過程を描く。 

暴力団排除の機運が高まり、企業・事業者のコンプライ 

アンス意識が広まりつつある今こそ、「明日を拓く勇気」 

を持って暴力団排除に取り組まなければならない。 
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に迫る反社会的勢力や悪質なクレーマ一。 �� � 

対応方法を弁護士が解説します。 �� �‾>-,/羊 
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防犯カメラや手持ちの記録用カメラが捉えた生々しい映 

像、そして取材ディレクターによる緊迫の突撃ルポに注目。 

不当要求の決定的瞬間がここにある…‥i 　　　　章 
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役割と講習概要 
ー暴力団のない明るい社会をめざしてへ 

事業所ごとに選任された不当要求防止責任者に対し行っ 
ている「不当要求防止責任者講習会」の概要及び講習会 

の講師を務めるための必要事項や不当要求防止責任者が 

事業所内での講義を行う際のポイントなどを解説してい 

ます。 

1部　制度と講習概要 

2部　事業所内での講義のポイント 
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暴排のシナリオ　　　　　　　醒擬態躍闇間聞 �������� 
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接近してきます。知らぬ問に窮地に立たされていたとい ����� �芸¥ ��∴∴二言 ー‾‾音弟 

うことになりかねないのです。暴力団排除は-朝一夕に �∴ � 

はできません。すべての人々が、知識すなわち、暴排の 

シナリオを身に着ける必要があるのです。 

モ‡ ��貢- �子 �� � 
第1話　機関紙・書籍・名簿等の購買要求 ��������堰 

第2話　寄付金・賛助金・会費等を要求 

第3話　因縁をつけて金品や物品の購入を要求 �¥　　　　　　　　　　臆 �� � ��� � 

第4話工事の下請け参入等の要求　　　　　　　　95分 

Pa直i間違った判断 Pa白日勇気ある決断　　翳‾喜饗 　　　::∴ 　　　　∴ 

【調カ】裏●虐欝"9願意醐脚郵妃口 

56分 

鉄の砦 � 
ー行政対象暴力に負けない組織づくりへ 

本DVDは、行政の健全性・公正性を確保し、暴力団等反 �の一蕊詔題 ∴∴.十 一一言 丁子∵∴∴言∴一 ∴鼠∴∴∴」∴想∴ 47分 

社会的勢力の資金源を封圧し、その利権の構築、拡大を防 
止するという重要性を十分理解し、有事における正しい対 

応要領を身につけていただくために作製されたものです。 

第1部　組織作り 
・　行政対象暴力にあたる行為? 
・　対処マニュアル、暴対法の解説 

・　暴力団排除条項を整備する重要性 

第2部　断ち切れ負の連鎖 
行政が暴力を排除する重要性 



不当要求防止責任者講習は、暴力団員等からの不当な要求を受けたときの具体的対応要領をマスターする講習で、
あなたの事業所を暴力団から守るためのものです。

是非積極的に受講してください。

○　事業所ごとに責任者を選任(複数選任可)
○　公安委員会宛の選任届を、事業所を管轄する警察署の刑事第二課(刑事課)へ提出

※警察庁Webサイトからオンライン申請が可能となりました
○　後日、当センターから講習開催の往復案内葉書を発出
○　葉書が到着したら、当センターのホームページから講習の申込み

を行い、必要事項を記載した返信用葉書を返信
○　指定会場又はオンラインで受講

○　選任時講習一責任者に選任された時の講習
○　定期講習一選任時講習受講後、 3年を経過したときに受ける講習

○　暴力団情勢　○暴力団対策法・暴力団排除条例の解説
○　暴力団等の不当要求に対する具体的対応要領
O DVDの視聴　○資料の提供　○受講修了書交付

当センターでは、暴力団員や暴力団関係者から脅されたり、
無理な要求を受けて困っている方に対して、相談窓口を開設
しています。

事案によっては、専門の弁護士が無料で相談に応じます。

○　相談委貢による常設相談窓口
用一金(年末年始"祝日除く)

午前9時一午後5時(受付午後4時まで)、当センター相談室

○　弁護士、相談重責合同の無料相談窓口(事前予約が必要です)

毎月第二木曜日(祝日の場合は、翌週の木曜日)、午後2
時一午後4時、当センター相談室(5/8/ 1 1 /2月は、

出張場所における〇日無料相談所)　‾へ

○　民事介入暴力一日無料相談所の開設(事前予約が必要です)

(弁護士、警察、当センター対応)
2月9日(木)、渋川市公民館視聴覚室で開催予定

(詳細は、ホームぺ-ジに掲載)
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受講者に交付される公安委員会 
の修了書、ステッカー、教本等 

公益財団法人群馬県暴力追放運動推進センター
〒371-0836　前橋市江田町448-1 1

(群馬県警察本部江田町庁舎内)

T E」　O27-254-1 1○○

U R 」　https://www,boutsu」gunma,Org

E-maii boutui-gunma@keh.bigiobe章ne.jp


